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１．件名 

  電磁石電源の構造図面作成及び修正作業 

 

 

２．目的及び概要 

J-PARC 3GeVシンクロトロンでは，ビーム軌道の偏向，収束，補正等のために多数の電磁石

電源を使用している。電磁石電源は，閉鎖された筐体の内部に，電気装置（変圧器，リアクト

ル，遮断器，開閉器，パワーデバイス，コンデンサ，抵抗など），冷却装置（水冷フィン，フ

ァンなど），制御装置（プリント基板，継電器，PLCなど）を配置し，各装置を接続するため

の配線（銅板，電線，ケーブルなど），各装置を筐体に支持固定するためのブラケットから構

成される。電磁石電源は，このような各種多数の部品から構成される複雑な装置であるため，

保守作業には2D図面だけでは不十分であり，CADを用いた3D図面が不可欠となる。 

本件は，電磁石電源の構造図面を新たに作成するほかに，保守作業により改造を行った場合

に必要となる既設図面の修正作業を行う。 

 

 

３．作業実施場所 

   日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 高温構造機器試験棟 

 

 

４．納期 

令和７年３月２１日 

 

 

５．作業内容 

電磁石電源に関する，以下の作図及び修正を行う。 

作図に使用するCADはAutoCad，SolidWorksを用いるが，詳細は別途指示する。 

 

(1) 展開接続図 

展開接続図は，電磁石電源を構成する電気部品の接続や配置を表す図面である。 

 

(2) 配線図 

配線図は，展開接続図から配線作業に使用するための情報を追加した図面であり，各機器

やコンポーネントの接続点と，それらを接続する配線の経路や配線の仕様，種類を示す。 

 

(3) 部品表 

電磁石電源を構成する部品の一覧表であり，配線用遮断器，電磁開閉器，変圧器，ダイオ

ード，IGBT，フューズ，端子台，制御電源，制御ランプなどが含まれる。これら各部品に

対して型番，定格，仕様，メーカ，員数，その他の情報を記入する。 

 

(4) 部品図 

電磁石電源を構成する部品の外形図であり，メーカが提供している図面がある場合は図面

からモデルを作成し，図面がない場合は，現物を寸法測定してモデルを作成する。 



 

(5) 構造図 

電磁石電源の機械部品の構造と関係を示す図面であり，機械部品の形状や寸法，配置，接

続方，組立順序，機能などを示す。最初に3D図面を作成し，必要に応じて2D図面を製作す

る。 

 

(6) 構造図材料表 

構造図で使用する材料の一覧表であり，鋼材，鋼板，配管，樹脂，ボルト，ねじ，ワッシ

ャ等が含まれる。これら各部品に対して型番，定格，仕様，メーカ，員数，その他の情報

を記入する。 

 

 

６．作業対象装置 

3GeVシンクロトロンの電磁石電源の内，1F電磁石電源室と屋外ヤードに設置している以下の装置と

及びそれに付帯する電力設備及び冷却水設備，保守のために使用する治具を含む。 

・ 偏向電磁石直流電源 

・ 偏向電磁石交流電源 

・ 四極電磁石電源 

・ 偏向電磁石電源用チョークトランス 

・ 偏向電磁石電源用共振コンデンサ 

・ 四極電磁石電源用チョークトランス 

・ 四極電磁石電源用共振コンデンサ 

・ 六極電磁石電源 

・ 補正電磁石電源 

・ 補正四極電磁石電源 

 

 

７．貸与物品 

 (1)貸与品 

(ア)作業用 PC 

(イ)CADソフトウエア（SolidWorks，AutoCad） 

(ウ)本契約に関連する図面及び図面データ 1式 

(エ)その他，機構が必要と認めたもの 

(2)引渡場所 高温構造機器試験棟 

(3)引渡時期 契約後速やかに 

(4)引渡方法 手渡しおよび電子ファイル 

 

 

８．提出書類 

（１）作業工程表    契約締結後速やかに  ２部 

 （２）作業報告書    作業終了後速やかに  ２部 

 

 （提出場所） 

  原子力機構 J-PARCセンター 加速器第二セクション 
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９．検収条件 

  「８．提出書類」の確認並びに，原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を

以て，業務完了とする。 

 

 

１０．適用法規・規程等 

作業にあたっては以下の法令･規程･基準に準拠すること。 

① 労働基準法 

② 労働安全衛生法 

③ 日本産業規格（JIS） 

④ 機構諸規定 

⑤ その他，関係する諸法令，諸規格，諸基準 

 

 

１１．監督員及び検査員 

検査員 
(1) 一般検査 管財担当課長 
監督員 
(1) 保守点検 加速器ディビジョン 加速器第２セクション 監督担当者 
(2) 確認試験 加速器ディビジョン 加速器第２セクション 監督担当者 
 

 

１２．グリーン購入法の推進 

⑴ 本契約において，グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適

用する環境物品（事務用品，ＯＡ機器等）が発生する場合は，これを採用するものとする。 

⑵ 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については，グリーン購入法の基本方針に定める「紙

類」の基準を満たしたものであること。 

 

 

１３．特記事項 

（１）受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため，高い技術力及び高い信頼

性を社会的にもとめられていることを認識し，原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を

遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

（２）受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ，技術情

報，成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し，

または特定の第三者に対価をうけ，もしくは無償で提供することはできない。ただし，あらかじめ

書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 

（３）受注者は異常事態等が発生した場合，原子力機構の指示に従い行動するものとする。 


